
チェック欄

1 （様式第１号）

2 （参考様式１）

3 （参考様式２）

4 （参考様式３）

5 （参考様式４）

6 （参考様式５）

7 （参考様式６）

8 （参考様式７）

9 （参考様式８）

10 （参考様式９）
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1 （様式第１号）

2 （参考様式１）

3 （参考様式２）

4 （参考様式３）

5 （参考様式４）

6 （参考様式５）

7 （参考様式６）

8 （参考様式７）

9 （参考様式８）

10 （参考様式９）

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

加算様式 21

その他添付書類 22

備考

指定申請関係様式 1 （様式第２号）

加算様式 2

その他添付書類 3

指定申請関係様式 1 （様式第２号）

その他添付書類 2

1 （様式第３号）

2

変更届出書（特定相談支援・障害児相談支援両方の指定を受けている場合はそれぞれ提出してくだ
さい。）

該当する加算の様式を使用してください。

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

実務経験証明書

誓約書

実務経験見込証明書

利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

主たる対象者を特定する理由等

指定特定相談支援事業者の指定等及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する提出書類確認表

変更届出書（特定相談支援・障害児相談支援両方の指定を受けている場合はそれぞれ提出してくだ
さい。新規指定申請と同時であれば不要です。）

備品等一覧表

経歴書（相談支援従事者初任者研修等修了証明書の添付も必要です。）

定款

経歴書（相談支援従事者初任者研修等修了証明書の添付も必要です。）

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

当該事業所の他の業務他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

業務管理体制の整備に関する事項の届出書（提出先については、大阪府ホームページを確認してく
ださい。）

加算申請

廃止・休止・再開届出書
指定申請関係様式5 事業の廃止、休止又は再開

勤務体制・形態一覧表（再開の届出にあたり、休止前と異なる場合のみ提出してください。）

4 指定内容の変更

加算の内容に応じ、必要な添付書類を提出してください。

備品等一覧表

実務経験証明書

3

変更内容がわかる書類（変更内容に該当するもの、その他添付書類があればそちらも提出してくださ
い。）

1 新規申請

その他添付書類

登記謄本又は条例等

運営規程

平面図

資産状況（賃借対対照表・財産目録、予算書等）

相談支援専門員に係るその他修了証明書及び各種資格を証する書類の写し

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所指定申請書

指定特定相談支援事業所及び指定障害児相談支援事業所の指定に係る記載事項

当該事業所の他の業務他の事業所又は施設の従事者と兼務する相談支援専門員について

平面図

実務経験見込証明書

利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

主たる対象者を特定する理由等

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

誓約書

業務管理体制の整備に関する事項の届出書（提出先については、大阪府ホームページを確認）

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票（内容に記載されている書類が必要）

その他添付書類

定款

登記謄本又は条例等

運営規程

資産状況（賃借対対照表・財産目録、予算書等）

相談支援専門員に係るその他修了証明書及び各種資格を証する書類の写し

指定申請関係様式

体制等状況一覧表

指定申請関係様式

体制等状況一覧表

2 更新申請

該当する加算の様式を使用してください。

加算の内容に応じ、必要な添付書類を提出してください。

以下は体制加算を届出している事業者のみ

１～２、12及び15は提出が必要です。また、体制加算の届出をされている場合は、21～22の提出も必要です。４～11、13～14及び16
～20については、変更箇所があれば提出してください。（前回申請から変更がない場合は省略できますので、提出は不要です。）


